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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年１０月９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２５年７月２９日 ０４時１０分ごろ 

発生場所 北海道浜中
はまなか

町霧多布
き り た っ ぷ

港沖 

 霧多布港東防波堤灯台から真方位０５５°８９５ｍ付近 

 （概位 北緯４３°０５.４′ 東経１４５°０８.６′） 

事故調査の経過  平成２５年１１月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（函

館事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第七十八豊栄
ほうえい

丸、９.７トン 

   ＨＫ２－２３６６１（漁船登録番号）、カネナカ中野漁業株式

会社 

   １５.８５ｍ（Lr）×４.１７ｍ×１.４３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、５４０kＷ、平成２１年６月２３日 

   第２００－３８６４５号（船舶検査済票の番号） 

Ｂ 漁船 昭栄
しょうえい

丸、２.４３トン 

   ＨＫ３－８５８８２（漁船登録番号）、個人所有 

   ７.６０ｍ（Lr）×２.１５ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数４５、昭和５５年３月３日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 昭和５０年４月２５日 

    免許証交付日 平成２１年１０月５日 

           （平成２７年２月２１日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許登録日 平成２年３月６日 

    免許証交付日 平成２１年７月７日 

           （平成２７年３月５日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 球状船首部に擦過痕 

Ｂ 左舷船尾部外板に亀裂、左舷船尾部ブルワークに折損、左舷船尾
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部係船柱の倒壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、霧で視界が制限された状況

下、さんま流し網漁の操業のため、平成２５年７月２９日０４時００

分ごろ、岸壁を離れ、霧多布港を出港した。 

 船長Ａは、操舵室内左舷窓側の椅子に腰を掛けて操船し、航海灯を

点灯してノースアップ表示としたレーダー２台をそれぞれ０.２５海

里（Ｍ）及び０.５Ｍレンジで作動させ、この時間帯に出漁するこん

ぶ漁船は少ないので、航行方向に小型漁船はいないものと思い、視界

制限状態における音響信号を行わず、港口の防波堤を通過して間もな

く自動操舵とし、約１３～１４ノット（kn）の速力（対地速力、以下

同じ。）で東北東進中、０４時１０分ごろＡ船の球状船首とＢ船の左

舷船尾部とが衝突した。 

 船長Ａは、衝突の衝撃と同時に左舷船首付近にＢ船を認め、直ちに

機関を停止した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、かに籠漁の操業のため、０４時

００分ごろ霧多布港を出港した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが操縦台の後方に立って操船し、黄色回転灯を点灯

してレーダーを１Ｍレンジで作動させ、右舷側の定置網を避けなが

ら、約９～１０kn の速力で手動操舵によって東北東進中、Ａ船と衝突

した。 

 船長Ｂは、突然、後方から船尾が持ち上げられるような衝撃を受け

ると同時にＡ船船首部が後頭部に当たり、負傷した。 

 Ａ船及びＢ船は、お互いの被害状況を確認した後、自力航行して霧

多布港に戻り、岸壁に着岸した。 

 船長Ｂは、医師に頭部打撲及び頸
けい

部筋肉痛と診断された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 霧、風 なし、視程 約５０ｍ以下 

海象：海上 平穏 

 浜中町には、６月２８日１５時５５分に濃霧注意報が発表され、本

事故当時、継続中であった。 

 その他の事項 

 

 船長Ａは、レーダーの調整には慣れていたが、出港した直後であ

り、感度の調整やＦ.Ｔ.Ｃ（雨雪反射抑制）の調整を十分に行ってお

らず、レーダー映像が判別しにくい状態で使用していた。 

 船長Ａは、本事故時、暗くなれば、いわし等の魚価の安い魚種が多

く混じることから、明るい時間帯に限って操業を行っており、できる

限り、漁場に早く着くように急いでいた。 

 Ａ船の乗組員は、出港作業を終えて操舵室の後方にある船室に移動

していた。 

 船長Ｂは、ふだん、０５時００分ごろ霧多布港を出港してこんぶ漁

を行っていたが、本事故時は天候不良のため、こんぶ漁が取りやめと

なったので、かに籠漁に切り替えていた。 
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 船長Ｂは、レーダー画面右側の陸岸、定置網等の映像に注意を向け

ており、衝突するまでＡ船に気付かなかった。 

 Ｂ船は、有効な音響による信号を行う手段を講じていなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ あり、Ｂ あり 

 Ａ船は、霧で視界制限状態となった霧多布港沖を東北東進中、船長

Ａが、レーダーを映像が判別しにくい状態で使用しており、Ｂ船に気

付かなかったことから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

 Ｂ船は、霧で視界制限状態となった霧多布港沖を東北東進中、船長

Ｂが、レーダー画面右側の陸岸、定置網等の映像に注意を向けてお

り、後方から接近するＡ船に気付かなかったことから、Ａ船と衝突し

たものと考えられる。  

 船長Ａは、Ｂ船が、有効な音響による信号を行う手段を講じ、視界

制限状態における音響信号を行っていれば、Ｂ船に気付いた可能性が

あると考えられる。 

 船長Ｂは、Ａ船が視界制限状態における音響信号を行っていれば、

Ａ船に気付いた可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、霧で視界制限状態となった霧多布港沖において、Ａ船及

びＢ船が共に東北東進中、船長Ａが、レーダーを映像が判別しにくい

状態で使用しており、Ｂ船に気付かず、また、船長Ｂが、レーダー画

面右側の陸岸、定置網等の映像に注意を向けており、後方から接近す

るＡ船に気付かなかったため、両船が衝突したことにより発生したも

のと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・視界が制限される状況となったときは、視界制限状態における音

響信号を行い、Ｆ.Ｔ.Ｃの調整を行うなどし、レーダーによる見

張りを適切に行うこととともに、そのときの状況に応じた距離で

停止することができるように減速して航行すること。 

 ・長さ１２ｍ未満の船舶は、汽笛及び号鐘を備えない場合、有効な

音響による信号を行う手段を講じておくこと。 

 


